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1．欧州連合

一、S E Pの新展開

2023年3月7日、欧州自動車サプライヤー協会が『標準必須特許政策指南』を公布した。

➢ 特許制度の「第二種力」（回避設計）が標準必須特許において消滅することに注目

➢ 独占と公正競争に注目し、標準必須特許の価値が技術その自体の次第で、他の価値を含むべ
きではないことを強調
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2．イギリス

一、S E Pの新展開

2023年3月16日、イギリスロンドン高等裁判所が米国InterDigital v. レノボ案件について判決した。

➢ 実施者が特許実施の最初からFRANDライセンスを取得した時点までの期間に対してもライセン
ス料を支払わなければならないことが明確化された。

➢ 比較可能の契約に基づき、成熟市場と新規市場を考慮に入れて、ライセンス料率を確定する。

➢ ライセンス料率が技術機能ユニットの価格に基づき計算すべき、製品全体の価格を費用確定の
基礎とすべきではないことが明確化された。
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3．中国

一、S E Pの新展開

2022年9月13日、中国自動車技術研究センターと中国情報通信研究院が共同して『自動車業界標準必
須特許ライセンスガイドライン』を発表した。

➢ 産業チェーンのいずれの段階でもライセンスを獲得することができ、すべての善意の特許実施者は標
準必須特許のライセンスを受けることができる。

➢ 標準必須特許技術が自動車製品において実際に貢献する製品ユニットをライセンス料計算の基数と
すべきである。

➢ ライセンスの段階が異なる理由でライセンス料が著しく異なることがあってはならない

➢ 標準必須特許が製品価値に対する実際の貢献度を考慮すべきである。
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3-1．中国標準の検索

一、S E Pの新展開

中国標準情報公共サービスプラットフォーム：http://std.samr.gov.cn/
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3-1．中国標準の検索

一、S E Pの新展開

中国標準情報公共サービスプラットフォーム：http://std.samr.gov.cn/
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3-2．開示された裁定・判決書の状況（2022/1/1から2023/4/13）

一、S E Pの新展開

データ出所：威科先行法律データベース
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3-3．「伸縮継ぎ手装置」標準必須特許権侵害紛争案件―最高人民法院が公表した典型的な判例（2022）

一、S E Pの新展開

【案件の概要】

➢ Aは業界推薦標準の標準必須特許権者で、Aが投資したB社に本件特許の独占実施権（日本法の専
用実施権に相当）を付与した。

➢ 原告AとBは、被告のCが工事において被告Dが上記標準に従って製造・販売した被疑侵害品を使用し
たことを主張し、且つ、被告両社に対して侵害行為の停止、及び経済的な損失及び権利保護ための
合理的な支出計300万元を共同して賠償することを裁判所に請求した。

➢ 一審裁判所は、被告CとDが本件特許を侵害したと認定したが、原告がFRAND義務に違反したとして、
差し止めの請求を請求せず、被告Dによる損害賠償金10万元の支払いのみを命じた。

➢ AとBが一審判決を不服として、上訴を提起した。

➢ 最高人民法院が二審で一審判決を変更し、差し止め請求を認めて、被告Dによる損害賠償金300万元
の支払いを判決した。
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3-3．「伸縮継ぎ手装置」標準必須特許権侵害紛争案件―最高人民法院が公表した典型的な判例（2022）

一、S E Pの新展開

【判示事項1】―FRANDの判断

➢ 特許権者とライセンシーが投資関係を有する場合、両者の間で無料で本件特許ライセンス契約を締結し
たのが通常のビジネス上の取り決めで、他の実施者に対する価格差別を構成しない。

➢ 特許権者が他の実施者にライセンスすることを妨げない場合、特許権者はライセンシーと独占的なライ

センス契約を締結しても、必ずしもFRAND原則に違反するとは限らない。

➢ 係争標準が関連特許及び特許権者の連絡先を開示し、被告Dが特許権者から特許ライセンス商談書簡

を受けた後、積極的に特許ライセンスを求めなく、反ってライセンスを受けないまま、この後の工事にお

いて再度本件特許を実施したことには明らかに主観的な誤りがある。

11



3-3．「伸縮継ぎ手装置」標準必須特許権侵害紛争案件―最高人民法院が公表した典型的な判例（2022）

一、S E Pの新展開

【判示事項2】―合法的な出所の抗弁

➢ 係争工事は政府が公開入札した工事で、落札者が必ず購入した製品を係争標準に合致させることが要
求された。

➢ 被告Cが発注者の要求に従って、被告Dから係争標準に合致する工事製品を購入したので、主観的な誤
りがない。

➢ 被告Cが被疑侵害品を購入した契約書、費用納付証明書及び領収書を提出したことによって、合理的な
対価を支払ったことを証明した。
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3-3．「伸縮継ぎ手装置」標準必須特許権侵害紛争案件―最高人民法院知的財産権法廷による典型的な
既判例（2022）

一、S E Pの新展開

【判示事項3】―損害賠償金の計算

➢ 特許権者と投資関係のあるライセンシーが無料のライセンス契約を締結するとともに、他のライセン
シーと有料のライセンス契約を締結した場合、無料のライセンス契約が損害賠償金の計算に影響を
与えない。

➢ ライセンス料の倍数で賠償金を確定する際に、被告Dには明らかに主観的な誤りがあることを主とし
て考慮すべき、ライセンス料の二倍で被告Dが支払うべき賠償金を算出した。
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I oTに関連するSEPライセン
スを巡る環境の変化

二
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➢ IDCデータによると、

2021年にグローバルモノのインターネット市場規模が5万億元を超え、前年比11％増えである。

予測として、2026年に10万億元を超え、2021～2026の五年の年平均成長率が13％に達することができる。

➢ IoT Analytics報告によると、

2020年にグローバルモノのインターネット接続数が120億に達し、初めて非モノのインターネットの接続数を超えた。

➢ GSMAの予測によると、

2025年にグローバルモノのインターネットの接続数が250億に達する（消費モノのインターネットが110億で、工業
モノのインターネットが140憶である）。
市場規模の拡大、イノベーションの加速と技術の多様化につれて、モノのインターネット関連のSEPの数量が

どんどん増えていくと予想される。

1．モノのインターネット市場の成長傾向

二、 I o Tに関連するS E Pライセンスを巡る環境の変化
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2．モノのインターネットの技術体系

二、 I o Tに関連するS E Pライセンスを巡る環境の変化

モノのインターネットの体系的な仕組みは、下から上まで四階層に分けられ、それぞれは感知

層、ネット層、プラットフォーム層、応用層である。
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3．モノのインターネットの応用シーン

二、 I o Tに関連するS E Pライセンスを巡る環境の変化

異なる応用シーンに対しては、解決策を柔軟に選択でき、現段階では応用シーンが、自動車のインターネット接
続、水管理、気象監視、倉庫環境監督、スマート照明、農業生産、工業オートメーション、スマート環境保護、ス
マート養殖、スマート医療、スマートホーム、スマート交通などを含む。

出所：モノのインターネットが何でしょうか。コネクティビティを実現する手段、10の応用シーンまとめ（baidu.com）
17
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➢ H.266/VVC ビデオコーデックパテントプール：VVCパテントプール、VVC ADVANCEパテントプー
ル

➢ 5Gパテントプール：Sisvelの5Gマルチモードパテントプール（5G端末に注目）

Aliumの5G RANパテントプール（5G無線接続に注目）

Avanci的5Gライセンスプラットフォーム（自動車用5Gに注目 ）

➢ 国際Wifi6のパテントプール：SiSvelが管理したWifi6パテントプールだけ

4．グローバルモノのインターネット産業の主要なパテントプール運営動向

二、 I o Tに関連するS E Pライセンスを巡る環境の変化
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5．グローバルモノのインターネット産業の主要なパテントプール運営動向

二、 I o Tに関連するS E Pライセンスを巡る環境の変化

出所：https://www.avanci.com/cn/19

https://www.avanci.com/cn/


6. グローバルモノのインターネット産業の主要なパテントプール運営動向

二、 I o Tに関連するS E Pライセンスを巡る環境の変化

出所：https://www.avanci.com/cn/20

https://www.avanci.com/cn/


7．グローバルモノのインターネット産業の主要なパテントプール運営動向

二、 I o Tに関連するS E Pライセンスを巡る環境の変化

出所：https://www.avanci.com/cn/21

https://www.avanci.com/cn/


IoTに関連するSEPライセンスの
交渉戦略と料率の算定

三
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標準必須特許

公共性（標準の普及による公共利

益の促進）：

条件付き一部の独占実施権を放棄

私権性（発明創造の奨励）

処分・収益権利が所有者に属する

SEPライセンス交渉：

双方利益のバランスポ

イントを探す

注A：『国務院独占禁止委員会による知的財産権分野における独占禁止に関する指南』第27条

三、 I o Tに関連するS E Pライセンスの交渉戦略と料率の算定

1．標準必須特許とは、ある標準の実施には不可欠な特許を指すA。
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ライセンス原則

公平

合理

無差別

FRAND原則

注：FRAND声明の性質については、第三者受益の契約説、第三者への申込説、黙示許諾説、一
方的法律行為説、誠実信義説（中国司法判例での主流観点）などの見解がある。

三、 I o Tに関連するS E Pライセンスの交渉戦略と料率の算定

2．SEPライセンス原則
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権利侵害の警告：

基本的必要な情報、

ライセンス交渉の要求

秘密保持契約：

交渉情報の使用範囲

必要な情報の提示：

SEPリスト、必要性の証明、製

品の範囲

技術交渉

特許有効性の評価

SEPの必要性評価

商業的な交渉

ライセンスの類型、地

域、期限、料率など

契約締結

契約内容の確定

締結に関連する事務的な手続き

三、 I o Tに関連するS E Pライセンスの交渉戦略と料率の算定

3．通常のライセンス交渉の流れ

25



A.特許ポートフォリオの強さ

•標準必須特許の必要性評価、特許有効性の評価

B.ライセンス料

•見積り、逆見積り

C.他のライセンス条件

•ライセンスの類型、地域、期限及び他の商業的な条件

三、 I o Tに関連するS E Pライセンスの交渉戦略と料率の算定

4．ライセンス交渉の主な課題
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出所：王亮亮など. 標準必須特許の開示及び過度声明現象の研究[J].自動車文章抜粋，2020(6): 21-24 

三、 I o Tに関連するS E Pライセンスの交渉戦略と料率の算定

5．過度声明―特許価値の評価に深刻な影響を与える

域外研究機構がSEP過度声明に対する研究報告書纏め
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ゲーム
プレー

実施者
交渉の遅らせ、ライセンスの
拒否

訴訟禁止令、独占、非侵害、

ライセンス料率の訴訟…

権利者
合理ではない高い価格、抱き
合わせ

三、 I o Tに関連するS E Pライセンスの交渉戦略と料率の算定

6．ゲームプレー
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三、 I o Tに関連するS E Pライセンスの交渉戦略と料率の算定

7．通信端末とモノのインターネット装置の差異が比較的大きいので、ライセンス料の算定は大きな挑戦となる。

差異

通信端末：主な通信機能が、携帯電話全体のコストに占める割合が

大きいプロセッサとベースバンドチップにより実現される。

モノのインターネット装置：通信機能があくまでも補助的なもの

で、全体価値に占める割合が限られる。
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三、 I o Tに関連するS E Pライセンスの交渉戦略と料率の算定

8．技術応用シーンが多様性を有し、特許価値評価には不確定性が強くなる。

応用
シーン

通信端末
セルラー移動通信がコア機能で、応
用シーンが成熟で、単一である。

モノのインタ
ーネット装置

通信技術とモノのインターネット装置
の融合が進んでおり、応用シーンが
多様性を有する。

30



三、 I o Tに関連するS E Pライセンスの交渉戦略と料率の算定

9．参考可能なライセンス情報が少ないこともライセンス料の確定への挑戦となる

情報不足

通信端末
大量の参考可能な市場データ報告があり、業界

累積料率と司法裁判基準が比較的明確である。

モノのインター
ネット装置

SEPによる収益モデルはまだ模索中で、参考可能

なデータと関連司法判決が足りない。
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三、 I o Tに関連するS E Pライセンスの交渉戦略と料率の算定

10.ライセンス料率の計算

ライセンス料
率

トップダウン法
全体ライセンス料率×（特許権者が有する本当に有効な標準必須
特許（ファミリー）数÷すべての本当に有効な標準必須特許（ファミ
リー）数×特許地域強度指数

比較可能なライ

センス契約

既存の比較可能なライセンス契約を参照してライセンス料を確定す
る。

その他 ボトムアップ法、仮説交渉法など
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三、 I o Tに関連するS E Pライセンスの交渉戦略と料率の算定

11.ライセンス料の計算

装置全体

ライセンス
料

計算基礎 影響要素

部品 累積料率貢献度 地域影響
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アドバイスと検討
四
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1．特許レイアウトの戦略を体系的に構築する

四、アドバイスと検討

特許レイア
ウト

業界の主な市場地域での標準必須特許の状況を把握しておく

柔軟に明細書を作成し、より多くの種類の製品をカバーする。

複数の実施主体に係る請求項の作成を回避する。

標準組織に積極的に参加し、予め特許のレイアウトを構築。
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2．ライセンス交渉における技術交渉を重視する

四、アドバイスと検討

技術交渉

必要性の審査
専門的な弁護士、企業
法務、技術専門家

特許有効性の
評価

専門的な弁護士、企業
法務、技術専門家
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3．異業種の交流を重要視し、通信分野でのライセンス経験を借用する。

四、アドバイスと検討

コミュニケーション、交
流

通信業界とモノのインターネット業界の相違点と共
通点を分析する。

通信業界SEPライセンスの基本的なルールを把握す
る。

SEPライセンス話題に注目し、SEPライセンス動向を
把握する。
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4．徹底的に調査と検討を行うことによって、合理的なお見積りと逆見積りのロジックを構築する。

四、アドバイスと検討

見積り、逆見積
り

業界における参考可能なライセンス情報を収集する。

業界データの収集と調査研究、特許技術による業界価
値への貢献に対する分析

これまでの経営とビジネスの将来性を評価し、適切な見
積りロジックを構築する。
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5．差し止め請求を認容する要因を参照して、交渉事項に慎重に対応する。

四、アドバイスと検討

差し止め請求を支
持するか否か

ライセンシーが積極的にライセンスを求めたか。

特許権者が必要な技術交渉資料を提供したか。

双方がライセンス交渉においてタイムリーに返事した
か。

双方が提供した見積り又は逆見積りが合理であるか。
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ご清聴ありがとうございました！
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